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《 重 要 事 項 説 明 書 》 
 

 

指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始にあたり、厚生省令第３７

号第４条及び札幌市介護予防ケアマネジメント実施要綱第３章第３節第１０条に基づいて、

契約を締結する前に知っていただきたい重要事項を次のとおり説明いたします。 

 

１．運営法人 

法  人  名 医療法人 愛全会 

法 人 所 在 地 札幌市南区川沿１３条２丁目１番３８号 

電 話 番 号 ０１１－５７２－８０００ 

代 表 者 氏 名 理事長 赤塚 知以 

設 立 年 月 日 １９７１年１２月９日 

２．事業者の概要 

事 業 者 の 名 称 札幌市南区第２介護予防支援事業所(札幌市南区第２地域包括支援センター） 

事 業 者 の 所 在 地 札幌市南区川沿１４条２丁目１－３６ 

電 話 番 号 ０１１－５７２－６１１０ 

介護保険事業所番号 ０１００５０００９９ 

指 定 年 月 日 ２００６年４月１日 

管 理 者 薮内 仁志 

事 業 の 実 施 地 域 札幌市南区の藻岩（南沢含む）、藤野、簾舞、定山渓 

３．事業の運営方針 

（1） 利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した生活を営むこと

ができるように介護予防サービス計画等の作成を行います。 

（2） 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じ、利用者の選択に基づき、適切な指

定介護予防サービス等が効率的に提供されるよう支援を行います。 

（3） 札幌市、地域の保健、医療、福祉などの関係機関との連携を図るとともに、公正中立な

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供に努めます。
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４．事業所の職員体制 

職  種 常勤 非常勤 職 務 内 容 

管 理 者 

(介護支援専門員含む) 
1名  事業者職員及び業務の実施状況の管理 

保 健 師 等 

社 会 福 祉 士 

主任介護支援専門員 

介 護 支 援 専 門 員 

15名以上  ケアプランの作成 

事 務 職 員 1名以上  介護報酬に関する事務及び事業所の庶務等 

５．営業時間等 

営 業 日 月～金曜日（休業日：土･日･祝日､１２月３０日～１月３日） 

営 業 時 間  午前８時５０分～午後５時３０分 

６．サービス内容 

（1） 介護予防サービス計画等の作成 

（2） 指定介護予防サービス事業者等との連絡調整及びその他便宜の提供 

（3） 指定介護予防サービス等の実施状況の把握及び介護予防サービス計画等の評価 

（4） 給付管理 

（5） 介護保険や介護に関する相談・説明 

（6） その他、介護予防サービス計画等の作成に関する必要な支援 

７．利用料金 

（1） 利用料金 

（2） 事業者の提供する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに要した費用に

ついては、原則として、利用者の負担はありません。ただし、指定介護予防支援に要し

た費用については、保険料の滞納等により、法定代理受領ができなくなった場合、いっ

たん１ヶ月あたりの介護保険で定められている介護報酬単価に基づいて算定する料金の

全額をお支払いいただき、事業者からサービス提供証明書を発行いたします。このサー

ビス提供証明書を後日、区役所等に提出しますと、全額払戻（原則）を受けられます。 

（3） ※国が介護報酬単価を改正した場合には、利用料金を変更させていただきます。 

（4） 交通費 

利用者の居宅が、事業者の通常の事業実施地域以外にある時は、交通費の実費をい

ただきます。 

・事業所から片道おおむね１０ｋｍ未満 ２００円 

・事業所から片道おおむね１０ｋｍ以上 ５００円 

（5） 解約料 

いつでも解約することができ料金はかかりません。 



- 5 - 
 

８．契約の終了事由 

以下のような事項に該当するに至った場合には、事業者との契約は終了することとなり

ます。 

（1） 利用者が死亡した場合 

（2） 利用者が要介護認定において要介護と認定された場合 

（3） 利用者が要支援認定更新時に事業対象者に移行せず、要支援認定を更新しなかった場合 

（4） 利用者が総合事業利用終了届出書を提出した場合 

（5） 利用者が事業者の担当区域外に転居したこと等により、事業者によるサービス利用が困

難になった場合 

（6） 事業者が、指定取り消しや札幌市の委託を受けられないなど、事業を継続することが困

難になった場合 

（7） 利用者が病院・診療所に入院若しくは介護保険施設等に入所した場合 

（8） 利用者及びその家族から契約解除の申し出があった場合 

（9） 指定介護予防サービス等の利用最終月より６ヶ月間サービス利用が無く経過した場合 
（10） 以下の理由により事業者から利用者に対して契約解除の申し出を行った場合 

① 利用者がこの契約に定める利用料金を１か月以上滞納し、その支払いを督促したにも

かかわらず、期限までに支払われない場合 

② 利用者及びその家族等が、契約締結時に利用者の心身の状況及び病歴等の重要事項に

ついて、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行い、その結果本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

③ 利用者が故意又は過失により事業者職員または担当ケアマネジャーの生命・身体・財

物・信用等を傷つけ、その結果本契約を継続しがたい重大な事情を生じさせた場合 

④ 利用者及びその家族等が、事業者職員または担当ケアマネジャーに対して、大声、暴

言、暴行、インターネット掲示板への不適切な書き込み、長時間にわたる説明要求及

びセクハラ等の不信行為又は秩序破壊行為を行うことによって、本契約を継続しがた

い重大な事情を生じさせた場合 

９．指定介護予防サービス事業者等の選択 

（1） 利用者は事業者に対して、介護予防サービス計画等に位置付ける指定介護予防サービス

事業者等について複数の事業所の紹介を求める事ができます。 

（2）  利用者は事業者に対して、当該事業所を介護予防サービス計画等に位置付けた理由を求

める事ができます。 

１０．医療機関との連携 

医療機関との円滑な連携を図るため、入院時は事業者職員又は担当ケアマネジャーの氏

名等を入院先医療機関にお伝えください。 

１１. 身体的拘束等の禁止 

（１）事業者は、サービス提供に際して、原則として身体的拘束その他利用者の行動を制限す

る行為を行いません。ただし、利用者又は他の利用者等の生命又は身体を保護するため緊急

やむを得ないと判断した場合は、この限りではありません。 

（２）前項ただし書きに基づき身体的拘束等の行為を行った場合には、その日時、態様、利用

者の心身の状況、緊急やむを得ないと判断した理由をサービス提供記録書等の書面に記録し

ます。 
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（３）事業者が身体的拘束その他の方法により利用者の行動を制限する場合は、利用者に対し

事前に、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明し、利用者に同意能力が

ある場合は、その同意を得ることとします。またこの場合、事業者は、事前又は事後速やか

に、利用者の家族等に対し、行動制限の根拠、内容、見込まれる期間について十分説明しま

す。 

１２．秘密の保持 

（1） 事業者職員または担当ケアマネジャーは、正当な理由なく、その業務上で知り得た利用

者又はその家族の秘密を第三者に漏らしません。 

（2） 事業者職員または担当ケアマネジャーは、職員である期間及び職員でなくなった後にお

いても業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、必要な措置を講じま

す。 

１３．個人情報の取り扱い    

事業者は、「個人情報の保護に関する法律」及び関連規程を遵守するとともに、愛全会

が定める「個人情報保護に関する基本方針」（別紙1-1）及び「愛全会における個人情報

の利用目的」（別紙1-2）に従い、利用者及びその家族の個人情報について適切な取り扱

いに努めます。 

１４．相談・苦情対応 

提供されたサービスに関して相談や苦情がある場合は、下記相談窓口又は外部の苦情受

付機関にご連絡ください。 

（1） 相談・苦情対応窓口 

受 付 時 間 
平日 ８：５０～１７：３０ 

（土・日・祝日・１２月３０日～１月３日は除く） 

連 絡 先 
札幌市南区第２介護予防支援事業所  

☎ ０１１－５７２－６１１０ 

相談・苦情窓口担当者 管理者及び苦情窓口担当者 

（2）  外部の苦情受付機関 

行政機関その他苦情受付機関 連 絡 先 

札幌市保健福祉局高齢保健福祉部 
介護保険課 

☎ ０１１－２１１－２９７２ 
札幌市中央区北１条西２丁目 札幌市役所本庁舎３階 

 
※ 区役所保健福祉課の相談窓口でも苦情相談を受け付けています。 

 

北海道国民健康保険団体連合会  
☎ ０１１－２３１－５１７５（苦情相談専用） 
札幌市中央区南２条西１４丁目 国保会館1階 

（3） 苦情等の対応・解決の手順 

サービスに対する意見・相談又は苦情については、当事者間の話し合いによる解決が基

本となります。この段階で納得が得られない場合には、公的機関に設置されている相談窓

口にお申し出いただくことができます。 
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事業者内においては、以下の手順に沿って対応します。 

①  意見・相談・苦情の受付とその内容の記録 

②  担当者及び関係者による事実の確認、問題点・対応策の検討 

③  対応策の実施（サービス計画書の変更、サービス提供の改善・連絡調整等） 

④  対応策実施後の結果の確認・反省 

⑤  相談者に対する改善結果等のお知らせ 

⑥  苦情対応・解決の結果に関する記録、管理者への報告 

⑦ 必要に応じて、サービス提供体制の改善も検討 

１５．身分証の携行 

事業者職員または担当ケアマネジャーは、常に身分を証する証書や名刺等を携

行し、初回訪問時および利用者またはその家族等から提示を求められた時は、い

つでも提示します。 

１６．担当職員の禁止行為 

事業者職員または担当ケアマネジャーは、利用者に対する介護予防支援及び介護予防

ケアマネジメントの提供にあたって、次に該当する行為は行いません。 

（1） 医療行為又は医療補助行為 

（2） 利用者又はその家族からの物品等の授受 

（3） 利用者宅等での飲酒及び喫煙 

（4） その他利用者又はその家族に対する迷惑行為 

１７．事故発生時の対応・損害賠償 

（1）  サービスの提供により重大な事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族等に連絡を

する等必要な措置を講じます。また、事故の状況及び事故に際して採った処置について

記録するとともに、その原因を解明し、再発を防ぐための対策を講じます。 

（2）  サービス提供に伴って事業者の責めに帰すべき事由によって、利用者が被害を被った場

合には、事業者はその責任の範囲において利用者に対して損害を賠償します。ただし、

利用者又はその家族に重大な過失が認められる場合には、その程度に応じて損害賠償責

任を減ずることができるものとします。 

（3）  利用者の責めに帰すべき事由によって、事業者が損害を被った場合、利用者は事業者に

対して、その損害を賠償するものとします。 

 
 

                                                 

      札幌市南区第２介護予防支援事業所の指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの利

用開始にあたり、事業者職員または担当ケアマネジャーが上記重要事項の説明を行いました。 

令和   年   月   日 

説明者  氏 名                       ㊞ 



 

 
 

個人情報保護に関する基本方針 
      

１．個人情報の適切な取り扱い 

私たちは、個人情報の取り扱いに際しては、プライバシーの保護について十分に認し、あらかじめ利用

目的を限定のうえ、原則としてご本人の同意のもとで適切に行います。 

（法令に定める場合や、個人を特定できない状態に加工して利用する場合を除きます） 

 

２．個人情報の適正な管理 

私たちは、個人情報の適正な管理のための組織と責任者を定め、また、役職員に対する教育研修や委託

先に対する監督による安全管理対策を実施します。   

同時に、紛失や破壊、改ざん、および漏えいを予防するための物理的な安全管理対策、並びに情報シス

テム類に対する技術的な安全管理対策を実施します。 

 

３．問い合わせ窓口の設置 

私たちは、個人情報を取り扱う各事業所に、利用者の個人情報の取り扱いに関する問い合わせ窓口を設

置し、適切かつ迅速な対応に努めます。 

 

４．法令の遵守と個人情報保護の仕組みの改善 

私たちは、個人情報の保護に関する法令を遵守するとともに、上記の各項目の見直しを適宜行い、個人

情報保護の仕組みの継続的な改善を図ります。 

 

 

平成 １７ 年 ４ 月 １ 日 

                  医 療 法 人 愛  全  会              

                   社会福祉法人 愛  全  会              
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愛全会における個人情報の利用目的 
 

愛全会では、個人情報保護法ならびに個人情報保護に係る愛全会の基本方針に則り、個人情報の保護を適

切に実施するとともに、利用者及びその家族の人情報を下記の目的で利用し、その取り扱いには細心の注意

を払ってまいります。 

 

● 医療・介護サービスの提供 

★ 愛全会での医療・介護サービスの提供 

他の病院、診療所、助産所、薬局、訪問看護ステーション、介護サービス事業者等との連携・‥＜医療サービス

の場合＞ 

★ 利用者に居宅サービスを提供する他の居宅サービス事業者や居宅介護支援事業所等との連携（サービス担当者会議

等）、照会への回答・‥＜介護サービスの場合＞ 

★ 他の医療機関等からの照会への回答 

★ 利用者の診療等に当たり、外部の医師等の意見・助言を求める場合 

★ 検体検査業務の委託その他の業務委託 

★ 家族への病状や心身の状況の説明 

★ その他、利用者への医療・介護サービスの提供に関する利用 

● 医療・介護サービスの提供にかかわる費用の請求のための事務 

★ 愛全会での医療・介護・労災保険、公費負担医療に関する事務およびその委託 

★ 審査支払機関へのレセプトの提出 

★ 審査支払機関又は保険者からの照会への回答 

★ 公費負担医療に関する行政機関等へのレセプトの提出、照会への回答 

★ その他、医療・介護・労災保険、および公費負担医療に関する診療費請求のための利用 

● 管理運営業務 

★ 会計・経理 

★ 医療・介護事故等の報告 

★ 当該利用者の医療・介護サービスの向上 

★ 入退院（入退所）等の管理 

★ その他、愛全会の管理運営業務に関する利用 

● 事業者等から委託を受けて行なう健康診断等における、事業者等へのその結果の通知 

● 損害賠償責任保険などに係る、医療・介護に関する専門の団体、保険会社等への相談又は届出等 

● 医療・介護サービスや業務の維持・改善のための基礎資料 

● 愛全会の内部において行われる医療・介護実習への協力 

● 医療・介護の質の向上を目的とした愛全会の内部での症例研究 

● 外部監査機関への情報提供 

 

【付 記】 

１．上記のうち、他の医療・介護機関等への情報提供について同意しがたい事項がある場合には、その旨を、問い合わ

せ窓口までお申し出ください。 

２．申し出がないものについては、同意していただけたものとして取り扱わせていただきます。 

３．これらのお申し出は後からいつでも撤回、変更等をすることが可能です。 
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